
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３００ 屋内用照明器具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２４２ 全 電気ろうそく 

Ｄ３－３０ 一 屋内用照明器具 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明器具 

Ｄ３－２４００ ろうそく 

Ｄ３－２５０ しょく台 

Ｈ１－７０１ 装飾電球 

Ｈ１－７６ 電球等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

屋内で用いる、社会生活一般に使用する照明器具（産業用、輸送用、保健衛生用のものを除く）。屋外であっても

建物の外側に取付ける照明器具を含む。 

ここには下位の分類に含まれない主に以下のものを分類する。 

１） ろうそくの形状をしており、従来のろうそくと用途、使用場所が同じであって、電気による光源を有するも

の 

２） 光源と光源を保持する基部と口金型接続部で構成されたもの等で、建物の何処でどのように使用する

かを特定する構成に欠ける状態（使用状態の照明器具からすれば部品のレベル）のもの。 

３） 照明に関連しない他の機能（自動点灯用センサー以外）と一体になった照明器具。 

 

 

登録 1146688 

「照明器具用笠」 

登録 1135090 「電子ろうそ

く」 

登録 695521 

「電気ろうそく」 

登録 1063838  「スピーカー，煙検知器付照明器具」 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

組物はＤ３－３０３へ分類。 

グロースターターと安定器を胴部等に組み込み、光源部の覆いをグローブ状として胴部と密着させ、口金型

接続部を有する蛍光ランプ等はＨ１－７６に分類する。（グロースターターと安定器以外の機能を組み込んで

いるものはＤ３－３００） 

反射鏡部を有し、全体をグローブ状に覆い、口金型接続部を有するハロゲン電球によるランプ（ハロゲン電

球とも言う）はＨ１－７６に分類する。 

鏡面状反射笠のみは、Ｄ３－９１１に分類する。 

葬祭用専用の照明器具はＣ７－１４２に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録９９９７１７号 
蛍光ランプ 

登録９９４９２９号 
非常用電灯 


